
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 税収滞納システムソフトウェア等再借上げ 

 契 約 業 者 名 NECキャピタルソリューション株式会社神戸営業所 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び第７号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

本物品賃貸借契約は、神戸市税の収納および滞納に関する情報を扱う「税収滞納シス

テム」において使用しているソフトウェアおよび端末機器等をリースするものであり、

神戸市における税務業務を行うにあたり必要不可欠な契約である。 

現行の賃貸借契約は令和７年12月末に満期を迎えるが、全国的に対応が進められてい

る標準準拠システムへの移行時期が令和13年度まで延期となったため、現行機器の経年

劣化を考慮し、標準準拠システム移行前の令和８年度に次期更新を実施する予定である

。それまでの間、本業務に必要不可欠なソフトウェアおよび端末機器類の使用を継続す

るには上記会社と契約を締結する以外になく、また、新たに入札で機器を調達する場合

と比較して、現行の端末機器類を継続して借り上げることで著しく安価に契約できるた

め、随意契約を行うものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

行財政局税務部税務課 

（電話番号 078-647-9314） 

 


